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研 究 会 も 回 を 重 ね る た び に 意 欲 が 出 て、楽しくなるみたい！ 

【
年
金
問
題
と
パ
ー
ト
労
働
者P

A
R

T

２
】 

３
月
19
日
（
金
） 

 

今
回
（
第
６
回
）
の
定
例
研
究
会
は
、
久
し
振
り
に
１
０
分

遅
れ
で
開
か
れ
ま
し
た
。
多
田
所
員
が
布
川
所
長
（
所
用
で
欠

席
）
に
代
わ
り
初
の
司
会
を
担
当
し
ま
し
た
。 

 

今
回
も
初
め
に
、
片
桐
所
員
か
ら
前
回
の
「
年
金
問
題
と
パ

ー
ト
労
働
者
…
」
に
つ
い
て
、
政
府
の
「
年
金
制
度
改
革
案
」

は
、
年
金
保
険
料
の
引
上
げ
と
年
金
給
付
の
引
下
げ
が
中
心
で

国
民
の
痛
み
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
、
更
に
年
金
の
「
支
え
手
」

の
空
洞
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
等
、
こ
の
こ
と
か
ら
日
本
の
年

金
制
度
の
遅
れ
が
論
じ
ら
れ
、
国
民
誰
も
が
生
存
権
を
確
保
す

る
た
め
に
も
最
低
保
障
年
金
制
度
の
実
現
が
望
ま
れ
る
、
と
論

点
を
簡
単
に
報
告
し
ま
し
た
。 

 

―
各
国
の
年
金
制
度
― 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

発
表
者:

中
澤
秀
一
特
別
研
究
員 

 

〝
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
年
金
制
度
〟 

 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
99
年
の
改
革
で
制
度
の
姿
を
根
本
か
ら

変
え
、
そ
れ
ま
で
は
、
基
礎
年
金
と
報
酬
比
例
年
金
の
２
階
建

て
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
改
革
で
、
基
礎
年
金
を
廃
止

し
、
２
階
建
て
制
度
を
所
得
比
例
年
金
に
一
本
化
、
更
に
、
新

た
に
「
最
低
保
障
年
金
」
制
度
（
全
額
国
庫
負
担
）
を
設
け
た
。

そ
し
て
、
財
政
方
式
は
、
賦
課
と
積
立
の
両
方
式
の
組
合
せ
た

も
の
（
保
険
料
率
は
18
・
５
％
、
内
16
％
が
賦
課
方
式
、
2.5
％

が
積
立
方
式
で
運
用
）
で
あ
り
単
年
度
で
収
支
を
行
な
っ
て
い

て
、
保
険
料
は
固
定
方
式
で
あ
る
。 

 

〝
イ
ギ
リ
ス
の
年
金
制
度
〟 

 

イ
ギ
リ
ス
の
年
金
制
度
の
特
徴
は
、
基
礎
年
金
と
所
得
比
例

の
２
階
建
て
で
、
公
的
年
金
の
給
付
水
準
が
相
対
的
に
低
い
こ

と
で
あ
る
。
基
礎
年
金
は
単
身
で
月
額
約
4.5
万
円
、
夫
婦
で�

 

�

月
額

7.3
万
円
で
平
均
賃
金
の
15
％
程
度
で
あ
る
。
所
得
比

例
年
金
は
、
満
額
支
給
（
49
年
拠
出
）
で
平
均
賃
金
の
20
％

程
度
、
40
年
拠
出
で
15
％
程
度
、
保
険
料
率
は
21.9
％
（
労
＝

10
％
、
使
＝
11.9
％
）
で
、
収
入
が
週
に
１
万
円
以
上
の
者
は

強
制
加
入
と
な
る
。
し
か
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
の
相
当
部
分

は
、
所
得
比
例
年
金
（S

E
R
P
S

）
か
ら
脱
退
（
適
用
除
外
）
し
、

職
域
年
金
（OPP

）
に
加
入
し
て
い
る
。
但
し
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

は
加
入
で
き
な
い
が
、
イ
ン
フ
ラ
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
た
め
、

給
付
が
低
く
て
も
生
活
不
安
は
少
な
い
、
そ
し
て
基
礎
年
金
し

か
給
付
の
な
い
低
所
得
者
層
の
救
済
＝
国
家
第
２
年
金
（S

2
P

）

が
創
設
（
２
０
０
０
年
に
確
立
）
さ
れ
公
的
年
制
度
と
し
て
最

低
生
活
の
保
障
、
所
得
援
助
制
度
等
を
確
立
し
た
、
と
報
告
さ

れ
ま
し
た
。 

 

〝
ド
イ
ツ
の
年
金
制
度
〟 

 

職
業
に
よ
っ
て
様
々
な
年
金
制
度
（
労
働
者
年
金
保
険
＝
ブ

ル
ー
カ
ラ
ー
、
職
員
年
金
保
険
＝
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
、
鉱
山
労

働
者
年
金
）
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
所
得
比
例
の
仕
組
み
を
と
っ

て
い
て
、
公
費
補
助
と
し
て
の
国
庫
負
担
が
あ
る
。
保
険
料
率

は
19.1
％
で
、
週
15
時
間
以
上
、
月
収
630
マ
ル
ク
（
３
万
円
）

以
上
の
被
用
者
は
強
制
加
入
。
ま
た
、
労
働
者
が
個
々
に
掛
け

金
を
積
み
立
て
る
任
意
加
入
の
補
足
的
老
後
保
障
制
度
を
創
設

し
て
い
る
。 

〝
ア
メ
リ
カ
の
年
金
制
度
〟 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
と
比
べ
る
と
伝
統
的
に
公
的
年
金
の
比

重
が
軽
く
、
そ
の
代
わ
り
に
「
４
０
１
Ｋ
プ
ラ
ン
」
な
ど
の
様
々

な
企
業
年
金
が
普
及
し
て
い
る
。
中
心
と
な
る
公
的
年
金
制
度

が
、
連
邦
社
会
保
障
年
金
制
度
で
、
所
得
比
例
年
金
の
年
金
制

度
で
あ
る
（
１
階
建
て
の
制
度
体
系
）
。
保
険
料
率
は
12.4
％
で
、

年
間
２
，
８
０
０
ド
ル
以
上
の
勤
労
所
得
の
あ
る
民
間
被
用
者
、

年
間
400
㌦
以
上
の
収
入
が
あ
る
自
営
業
者
は
強
制
加
入
と
な

�
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�
り
、
全
体
の
95
％
を
カ
バ
ー
で
き
て
い
る
。
そ

し
て
、
低
所
得
者
層
に
有
利
に
な
っ
て
い
る
、
年
金

の
給
付
額
の
算
出
方
法
が
月
収
の
最
初
の
部
分
の

592
ド
ル
以
下
は
給
付
率
が
90
％
、
次
の
592
ド
ル
か

ら
３
５
６
７
ド
ル
ま
で
は
給
付
率
が
32
％
、
そ
れ

を
越
え
る
と
給
付
率
は
15
％
と
給
付
乗
率
が
逓
減

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

引
続
き
、
カ
ナ
ダ
の
年
金
制
度
は
、
最
低
保
障
年

金
（
基
礎
年
金
）
と
社
会
保
険
（
所
得
比
例
）
の
２

階
建
て
に
な
っ
て
お
り
、
最
低
保
障
年
金
は
全
額
国

庫
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
所
得
比
例
は
360
万
人
の

加
入
で
あ
る
。 

 

中
澤
特
別
研
究
員
は
、
こ
の
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
を
始
め
諸
外
国
の
年
金
制
度
の
現
状
や
特
長
に

つ
い
て
報
告
を
し
ま
し
た
が
、
詳
し
い
年
金
制
度
の

資
料
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
比
較
研
究･
調

査
す
る
だ
け
の
資
料
が
少
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。 

 

発
表
報
告
の
中
で
、
度
々
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
日
本
の
年

金
制
度
の
遅
れ
、
特
に
「
最
低
保
障
年
金
」
制
度
が

確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
国
民
の
不
安
が
増
し
て

い
る
と
述
べ
て
お
り
ま
し
た
。 

  
 
 

【
討
論
の
内
容
】
、 

 
 

討
論
を
進
め
る
前
に
、
司
会
の
多
田
所
員
か
ら
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
が
99
年
に
実
施
し
た
、
年
金
制
度
の

改
革
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
進
め
ら
れ
た
の

か
。
の
問
い
に
中
澤
特
別
員
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も

日
本
と
同
じ
よ
う
に
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る

た
め
に
、
国
民
の
不
安
や
不
信
感
を
払
拭
す
る
う
え

で
、
改
革
に
乗
り
出
し
た
と
述
べ
ま
し
た
。� 

�

・
初
め
て
参
加
し
た
川
合
氏
は
、
諸
外
国
の
年
金

制
度
に
お
け
る
保
険
料
率
が
日
本
よ
り
比
較
的
高

く
な
っ
て
い
る
が
、
と
の
問
い
に
、
高
負
担
で
あ
り
、

高
福
祉
を
実
現
し
て
お
り
、
ま
た
、
社
会
保
障
に
関

す
る
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は

中
負
担
で
、
低
福
祉
と
な
っ
て
い
て
、
国
の
負
担
費

が
非
常
に
少
な
い
。
・
生
協
労
連
か
ら
は
、
パ
ー
ト

の
加
入
問
題
や
制
度
に
対
す
る
問
題
点
な
ど
解
決

す
べ
き
点
な
ど
が
出
さ
れ
、
今
回
の
改
革
で
は
見
送

ら
れ
た
パ
ー
ト
の
20
時
間
問
題
は
、
今
後
の
議
論

と
運
動
の
推
移
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
・
前
回
よ
り

参
加
し
て
い
る
三
島
の
川
口
氏
は
、
年
金
制
度
が
５

年
毎
に
改
革
（
改
悪
）
さ
れ
る
と
若
い
人
達
は
、
こ

の
制
度
に
対
す
る
不
信
感
が
益
々
拡
が
っ
て
い
く

恐
れ
が
あ
り
、
空
洞
化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。� 

�

こ
の
こ
と
か
ら
、
年
金
制
度
の
充
実
を
求
め
る
な

ら
「
最
低
保
障
年
金
」
制
度
を
諸
外
国
の
よ
う
に
確

立
す
る
こ
と
が
緊
急
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
発
言

を
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

（
文
責
：
片
桐
） 

 
 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
今
後
の
日
程
表
】 

◆
４
月
１５
日(

木)

18
：
30
～
第
27
回
所
員

会
議 

於:

：
県
評 

◆
４
月
16
日(

金)

18
：
30
～
「
４
月
定
例
研

究
会
―
賃
金
（
世
帯
単
位
か
ら
個
人
単
位

へ
…
」
於
：
静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ 

◆
４
月
21
日(

水)

17
：
10
～
篠
原
鉄
工
「
年

金
学
習
会
」 

講
師
派
遣 

中
澤
特
別
員 

 
 

於
：
篠
原
鉄
工
所 

◆
４
月
28
日(

水)

18
：
30
～
「
第
13
回
理
事

会
」
於
：
静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ 

◆
５
月
21
日
（
金
）
18
：
30
～
「
５
月
定
例
研

究
会
―
賃
金
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
２
」
予
定 

 

於
：
静
岡
労
政
会
館
５
Ｆ 


